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平成 30 年度定期監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和 22 年
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平成 30 年度定期監査（平成 31 年３月 25 日宮津市監査公表第 85 号）

監査の結果 措置の内容（回答）

(１) 契約、文書事務について

① 文書事務について

文書事務については、年度当初に庶務担当係

長会議が開催され、原議書等の様式やその記載

例が示されるなど適正な処理について徹底を

図られてきたところである。

しかしながら、契約関係書類等を審査する中

で、周知された記載どおりとなっていないもの

や根拠法令が理解されていないと思われる記

載が見受けられるとともに、単純なミスや不鮮

明な押印、書類が時系列に綴られていないもの

も多く見受けられた。

文書事務に当たっては、情報公開も視野に入

れ、庶務担当係長会議の周知事項の徹底を図る

とともに、決裁過程で誤りが是正されるよう内

部牽制を強化し、適正な事務処理が行われるこ

とを強く望むものである。

② 印紙について

契約関係書類の印紙については、概ね改善が

図られているが、依然として、原議書に記載の

印紙税額と契約書に貼付してある印紙税額が違

うケースが見受けられた。

印紙税法に照らし、印紙税額が適正であるか

どうかの確認はもとより、受注者から提出され

た契約書の確認も含め、適切な事務処理に努め

られたい。

④ 契約状況について

随意契約については、競争入札を原則とする

地方自治体の契約方法の例外であり、地方自治

法施行令で認められた場合にのみ実施できる契

○ 文書事務に係る不適切な事務処理事例につ

いては、再三の指摘を受ける中で、庁内周知

とその徹底を行ってきているものの、未だ不

適切な事務処理もあるため、その根絶に向け

て改めて指導するとともに、内部牽制機能が

働くよう回議の際の審査を意識して行うよう

徹底してまいります。

○ 印紙の適切な取扱いについて、チェック

リスト、記載例で整理した上で、庶務担当

係長会議等を通じて、適正な事務処理の徹

底を図ります。

○ 随意契約については、法令で認められた

範囲で運用することとしており、法令の趣旨

を徹底するよう改めて指導をいたします。



約方法である。その中でも 1者随意契約を採用

する場合には「本当にその業者でしか受注でき

ないのか」等、法令の要件に該当するか否かの

判断を厳格に行うとともに、過去の経過等にと

らわれず公開性、公正性、競争性、経済性の確

保について十分認識したうえで運用されるよう

要望する。

⑤ 契約書について

業務委託契約書において、契約書第５条の規

定が基準契約書と異なる記載となっているもの

が見受けられたほか、数種類ある基準契約書自

体においても異なる記載となっている。

契約事務については、庶務担当係長会議にお

いて全庁的な指導がなされているところである

が、今後もより一層、適正に契約事務処理が執

行されるよう、職員への周知を徹底されること

を強く望むものである。

(２) 補助金について

補助金の交付に当たり、申請者から前金払の

書類提出がないにもかかわらず前金払で交付し

ているケースや、事業計画上必要と認め難い全

額の前金払いを行ったものも見受けられた。市

の一方的な決裁手続で行うのではなく、書類に

よる申出によって必要性を判断をされたい。

今後においても、各種団体への補助金の交付

に当たっては、公益上の補助の必要性や有効性

などについて精査するとともに、補助金等の交

付事務の透明性を確保され、適正な事務処理に

努められたい。

（３）滞納整理について

市税をはじめとする各種収納金の収納対策に

ついては、行政改革の中でも重要な柱として、

地方税機構による法的処分のほか、給水停止の

○ 基準契約書の文言整理、チェックリスト、

記載例等整理を行った上で、庶務担当係長

会議等を通じ適正な契約事務処理の徹底を

図ります。

○ 補助金の交付に当たっては、補助金の趣旨

を損なうことのないよう事務処理を行うとと

もに、補助金の必要性やその効果等をより一

層精査した上で、適切な事務処理に努めてい

きます。

○ 引き続き、研修会の開催及び市の「滞納整

理マニュアル」等による職員の専門知識の向

上に努めます。



実施や電話催告等により収納率向上に努められ

ているところである。

しかしながら、滞納繰越分の収納状況におい

て、多くの収納金の収納率は０％～10％台であ
り、毎年度滞納額が増額となる傾向にある。公

債権、私債権の別はあるものの法的措置を視野

に入れた条例改正も早急に検討され、実効性が

担保できる体制を構築することが必要である。

新たな滞納対策の制度設計が検討されていると

のことであるため、その下で滞納額の解消が図

られることを期待するものである。

また、負担の公平性と財政健全化の推進の観

点からも、引き続き職員の専門的知識の向上に

努められ、従来の慣例に捉われることなく滞納

者の実情を把握した上で、粘り強く徴収活動を

進められたい。


